
 

助助産産師師資資格格取取得得をを応応援援ししまますす  
 

平成 23 年 4 月 1 日 

 

１．自己啓発休業の条件緩和について 

 

「豊橋市職員の自己啓発休業に関する条例」を改正し、休業の申請をす

ることができる職員の在職期間の要件を、助産師学校等の課程を履修す

る場合に限り、１年以上とします。 

 

 

 

 

  職員として１年勤務すれば職員の身分のまま休職して助産師学校

に通学することができます。（休職中は無給になります。） 

 
 

２．助産師修学資金貸与制度について 

 助産師学校に通学する場合、修学資金の貸与を受けることができます。 

 最長で３年間豊橋市民病院に勤務することにより、返済が免除されます。 

制度の概要 

資格     助産師を養成する学校等に在学し、卒業後、助産師として本院に勤務しようとする方  

貸付金額  １ヶ月につき、100,000 円以内（総額で 1,200,000 円以内） 

貸付期間  貸付を契約した月から卒業する日の属する月まで 

返済の免除  修学資金の貸与を受けた期間の３倍に相当する期間（当該期間が３年を超えるときは３

年）本院に勤務した場合、返済免除されます。 

※詳細については、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 豊橋市民病院 事務局 管理課 

 電話：0532－33－6277（直通） 


